
令和8年度 上毛町少年海外体験学習

訪問先

渡航
期間

■対 象 者 ①上毛町に在住または、上毛町内の小学校に通学する小学６年生
②主催者の計画にそって規律ある団体行動及び団体生活ができる者
③事前研修5回（内1回は1泊2日の宿泊研修）、事後研修1回、研修報告会
　の他、10月に訪日するチュラローンコーン大学附属小学校児童との記念
　植樹及び交流会の全研修に参加できる者

2026年夏、タイ・バンコクへの研修に参加しませんか。
7日間の海外研修では、チュラローンコーン大学附属小学校児童との交流や
児童の家庭へのホームステイ、日本からタイに進出している企業を訪問する
など、タイの生活文化を体験します。

■研修内容

■募集定員

①チュラローンコーン大学附属小学校児童との交流
②チュラローンコーン大学附属小学校児童の家庭でホームステイ（3日間）
③企業・国際機関訪問
④生活・文化・歴史体験

■応募方法 参加申込書（誓約書を含む）・作文を教務課社会教育係へ提出
（FAX不可）

募集期間
■スケジュール

5月7日（木）まで

テスト・面接 5月17日（日） 9:00～

■参 加 費 無料

30名

※パスポート申請・傷害保険料等として別途20,000円程度必要です。

※【意欲を確認するためのテスト（※以下「テスト」という）】及び【面接】の結果に
　基づいて参加者を選考させていただきます。
　なお、前年度ホームステイ受入家庭の児童については加点をいたします。

※作文の課題は「バンコク友好の翼に参加して学びたいこと」

※募集期間内に参加申込書（誓約書を含む）・作文の提出のあった児童は面接とテストを行い、
　団員を決定します。（面接は保護者も出席）

※説明会及び面接には、児童及び保護者は必ず出席してください。
※テストの問題は上毛町で作成したテキストの内容から出題されます（30問）。
　テキストは4月20日（月）18:30～開催の令和8年度「バンコク友好の翼」説明会時に配布します。
　説明会にご参加いただけなかった方は教務課窓口まで受け取りにお越しください。

※詳細な時間割は別途連絡します。

Thailandタイ王国 バンコク都
日（土）月 ～ 日（金）8 15 21 5泊7日

「バンコク友好の翼」参加団員募集

申問 上毛町教育委員会　教務課　社会教育係  ☎ 72-3165（内線175）

かんよう
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問 長寿福祉課　福祉医療係 ☎ 72-3188（内線168）

全ての世代や企業の皆さまから支援金を拠出いただき、子育て支援施策の拡充に充てる
もので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

国民健康保険被保険者の皆さまへ

「子ども・子育て支援金制度」とは

令和８年度から

支援金はこのような事業に使われます

支 援 金 の 徴 収 の 流 れ

国 医療保険者

請求

納付

所得割

0.27 1,070円 1,030円 40円

均等割 平等割 18歳以上均等割

支援給付金

被保険者

児童手当の拡充

育児時短就業給付

育児期間中の国民年金保険料免除

子ども・子育て支援納付金税率

妊婦のための支援給付

出生後休業支援給付

こども誰でも通園制度

支援金は、各医療保険者から徴収し、国に納めます

令和8年度の上毛町における子ども・子育て支援納付金分の保険税率は以下のとおりです

福岡県が試算した令和8年度における子ども・子育て支援金額（国保加入者の平均月額）は以下のとおりです

●ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもに係る子ども・子育て支援納付金分の均等
　割額は全額軽減されます。
●軽減された均等割分は「18歳以上均等割」として18歳以上の被保険者が負担することとなります。

そのため、上毛町国民健康保険においても

令和8年度分から国民健康保険税に「子ども・子育て支援納付金分」が加算されます。

※実際の賦課額は世帯の状況（所得、人数）により異なります。

が始まります「子ども・子育て支援金制度」

▶

▶

賦課

納付

支援金

▶

▶

（被保険者1人当たり） （1世帯当たり）

270円 400円

被保険者1人当たり 1世帯当たり


